
第２回会議にかかる質問事項等について 
 

１ 質問事項について 

 
 
校舎の新築・増改築の国庫負担，県負担，市費負担の割合はどのようになっているか。 

 
 
○学校施設整備の財源は，４０人学級編制を基準に下表のとおりとなっている。 

 
 
○学校施設の整備にあたっては，県からの補助はない。 

 

・改築の場合（安全・安心な学校づくり交付金，３分の１の補助） 

・・・国庫負担（補助）金

・・・市債

市費負担

・・・一般財源 

50% 45% 5% 

60.0% 33.3% 6.7% 

・新築・増築の場合（国庫負担金，２分の１の補助） 


